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令和７年度定期監査の結果報告について

地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき、令和７年度定期監

査を実施したので、同条第９項の規定及びむつ市監査基準第２０条の規定に基づき、そ

の結果を次のとおり報告します。

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定により、当該監査の結果に基づき、又は

当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を本職あてに通知願います。
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１ 監査の対象 

 令和６年度及び令和７年度の財務に関する事務の執行状況について 

 監査対象期間 令和６年４月１日から令和７年９月３０日まで 

（契約事務及び補助金等の執行状況については、令和６年度に

執行したものから抽出し、審査対象とした。） 

       

２ 監査の実施期間 

 令和７年８月２９日から令和８年２月４日まで 

 監査の日程は、資料１のとおりである。 

 

３ 監査の対象部局 

 市民生活部、健康福祉部、こどもみらい部、大畑庁舎、選挙管理委員会事務局、 

 教育委員会事務局 

 

４ 監査の着眼点 

 本年度の監査は、次の事項に重点を置いて実施した。 

⑴ 予算の執行状況 

⑵ 現金及び公印等の保管、管理状況 

⑶ 契約事務の執行状況 

⑷ 補助金等の執行状況 

⑸ 財産の管理状況 

⑹ 準公金の取扱状況 

 

５ 監査の目的及び方法 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、

かつ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に

努めているかについて、むつ市監査基準に準拠して審査した。 

監査に当たっては、監査対象部局に対して資料の提出を求め、関係書類を審査

するとともに事務の概要説明を受け、例月現金出納検査の結果も参考とした。ま

た、現金等の保管状況及び財産の管理状況については、現地に赴き、関係職員か

ら説明を求めるなどの方法により実施した。 

 

６ 監査の結果 

監査の着眼点ごとに列記する。 
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⑴ 予算の執行状況 

予算の執行について、適正かつ効率的に行われているかを審査した。 

審査の結果、おおむね適正に執行されていた。一部の部署においては、

例月現金出納検査における審査で指摘事項があったものの、それらについ

ては改善に向けた対応がなされていた。 

 

⑵ 現金及び公印等の保管、管理状況 

現金、切手及び公印について、実査により取扱いが適正に行われている

かを審査した。 

審査の結果、おおむね適正に保管、管理されていたものの、一部の部署

において、切手及び公印の取扱いについて次のとおり改善を要する事項が

認められた。 

 

【改善を要する事項】 

 ア 切手等の取扱状況 

(ア) 選挙管理委員会事務局 

保有する郵便切手及びレターパックの管理について、一定期間受払簿 

の記入がなされておらず、受払簿の残数と実数が一致していなかった。 

 

イ 公印の取扱状況 

(ア) 市民生活部国保年金課 

「国民健康保険運営協議会長印」について、欠損により使用に堪えな

い状況となった際、公印登録の廃止・再登録及び印影の告示等の手続を

経ずに新調し、使用していた。 

 

(イ) 教育委員会総務課 

「教育長職務代理者の印」について、むつ市教育委員会公印規則に定

められた公印の字句と実物の印章の字句が一致していなかった。 

 

(ウ) 教育委員会生涯学習課 

「下北自然の家所長の印」について、指定管理者制度を導入し、指定

管理者を指定した後も当該施設から公印が引き上げられず、指定管理者

が施設にて保管し使用されており、公印の適正な使用、管理がなされて

いるとは言えない。 

  

⑶ 契約事務の執行状況 

契約事務について、資料２のとおり１９件の契約事務を抽出し、その契
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約方法、手続及び契約内容の適否を審査した。 

審査の結果、おおむね適正に執行されていたものの、一部の部署におい

て、次のとおり改善を要する事項が認められた。 

 

【改善を要する事項】 

(ア) むつ市紙おむつ等月額定額制サービス業務 

   （こどもみらい部こども家庭課） 

• 単価契約に当たり、契約予定単価により専決区分を決定していたが、 

契約期間中の支出予定総額を契約規模として決定することが適当であ

る。これに付随して、随意契約理由の地方自治法の根拠条文の相違、

契約保証金設定の不備が認められた。 

• 契約書中に規定されているおむつの毎月の供給数量の報告が受注者か

らなされず、履行確認が行われていなかった。 

 

 (イ) 教育メタバースを活用した不登校支援業務委託 

（教育委員会事務局学校教育課） 

• 本契約事案については、市長権限における補助執行での手続であるに

もかかわらず、検査関係文書等において文書の宛名や発信者を「市長」

とすべきところ「教育長」としているなど権限関係と文書の記載事項

との不整合が認められた。 

• 仕様書中の業務内容の記載について、要件を具体的に整理しておらず

第三者にわかりにくい記述となっている点があった。 

• 契約の手続を通じて、記載誤りや法規の引用誤りなどが多数見受けら

れた。 

 

（ウ）令和６年度下北Poroject事業コーディネート業務委託 

（教育委員会事務局地域クラブ企画推進課） 

• 契約手続の上で、実際の委託業務は１月から３月に実施されている

にもかかわらず通年契約としており、契約期間設定の合理性を欠い

ていた。また、年度開始前の準備行為としての見積依頼などの手続

においても適正さを欠いていた。 

• 委託料の支払について、契約では１回の部分払が設定されているが、

前期部分払の対象となる委託期間中に実質的な業務がなされていな

いにもかかわらず、部分払されていた。このことは、履行業務の対

価としての支払であるという意味において適正さを欠くものである。 
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⑷ 補助金等の執行状況 

補助金等について、資料３のとおり６件の補助事業を抽出し、交付目的、

対象事業の内容や交付の手続等を審査した。 

審査の結果、おおむね適正に執行されていたものの、むつ市献血協議会

補助金については、補助金の実績報告書の受理日以前の日付で、補助金確

定通知及び返還金の戻入が行われており手続の順序に食い違いが生じてい

た。 

むつ市学校給食無償化事業補助金では、複数の交付額変更申請に対する

事務処理が時系列に処理されず変更後の交付決定額に算定誤りが生じてい

たなど補助金交付の手続において不備が認められた。 

     

⑸ 財産の管理状況 

物品の管理状況については、備品台帳から抽出し、取得、管理及び処分

の事務処理が適正に行われているか審査した。 

施設の管理状況については、資料４のとおり５施設の建物や設備等維持

管理について審査した。 

 

ア 物品の管理状況 

物品については、一部の部署において、不用の決定の手続がなされない

まま物品が廃棄されていた事案や所在不明の物品が確認されたほか、備品

に保管整理のための標識が未貼付又は旧様式の標識のまま更新されていな

いものが複数確認された。また、財務規則に規定されている重要物品の要

件に該当しない５０万円未満の物品が重要物品として登録されており、登

録区分誤りも複数見られ、管理が十分とは言えない状況であった。 

 

イ 施設の管理状況 

施設の管理事務については適切に行われており、管理の状況は次のとお

りであった。 

 

(ア) 老人憩の家禄寿荘（健康福祉部総合福祉課） 

建設から３０年以上経過し、老朽化は否めないが、通年で一定数の利

用者に親しまれ活用されている施設であり、令和６年度には空調設備設

置工事を行いクーリングシェルターとしての機能も果たしている。また、

eスポーツとして家庭用ゲーム機器と大型ディスプレイの機器が新たに

設置され、高齢者の生きがいや集いの場となることが一層期待されると

ころであり、通年利用者のみならず、利用者の拡大についても検討され

たい。 
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なお、施設名について、これまで「老人憩の家」として長年親しまれ

てきたが、健康寿命の延伸や、本施設が健全な高齢者が心身の健康増進

を図ることを目的に設置されている観点から、「老人」という言葉の使

用を見直し、ポジティブなネーミングへの変更についても検討を望むも

のである。 

 

(イ) むつ市キッズパーク（こどもみらい部キッズパーク） 

平成２７年から供用を開始し、子育て家庭の交流の場などとして利用

されている。施設は、良好に管理されており明るく清潔で手入れが行き

届いていた。今後も引き続き親子で共に楽しめる行事等を企画するなど

し、子育て世代への効果的な情報発信と併せて施設の活用促進に努めら

れたい。 

 

(ウ) 大畑庁舎（大畑庁舎管理課） 

令和２年３月に大畑小学校空きスペースに移転し、複合化により公共

コスト低減と施設の空きスペースの有効活用を両立しており維持管理も

適切であった。 

また、駐車場や防災広場の整備などで利便性と安全性の向上が図られ

ていた。ワンストップ窓口に、キャッシュレスレジも配置され、デジタ

ル技術の活用による利便性の向上と事務の効率化が図られていた。 

 

（エ）地方卸売市場大畑町魚市場（大畑庁舎市民生活課） 

平成３０年４月から供用を開始した施設であるが、沿岸部の立地環境

から塩害による腐食等で施設設備の傷みが進行しており修繕が見込まれ

る。安全面に留意しつつ計画的な施設設備の修繕を行う必要があるため

引き続き適正な管理を望む。 

 

（オ）むつ市防災食育センター（教育委員会事務局防災食育センター） 

令和７年４月から供用開始され、環境、設備ともに良好に管理されて

おり、平時には、市内小中学校１３校及び県立むつ養護学校へ学校給食

を提供しているほか、８月からは市内中学生等の施設見学の受入れも開

始し、食育に関する学習の場として活用されている。また、備蓄米を常

時ストックしているため、災害時には応急対応による食事の調理や避難

所等への配送などを担う拠点としても期待されるところである。 
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⑹ 準公金の取扱状況 

各課が所管する準公金について、印鑑、預金通帳等の管理状況を実査に

より確認したところ、おおむね適正な取扱いとなっていたが、一部におい

ては未施錠での団体印の保管や帳簿類の適時の記帳が行われていないもの

があった。特に抽出して書類審査なども併せて行った令和６年度の会計事

務（資料５）３件についても、おおむね適正に執行されていた。 

なお、実査で確認したもののうち、防災食育センターで管理する給食費

は、令和７年度から施設の供用開始に伴い準公金の取扱いが開始されたも

のだが、取扱金額も多額に上るため、事務処理のルール化とチェック体制

の確立について速やかな取組を進められたい。また、現在の給食費補助制

度は、事務の流れが非常に複雑であることから、効率性、透明性を確保す

るためにも、公金化を視野に入れた運営方法の検討を望むものである。 

 

７ 監査意見 

監査の結果で述べたとおり、施設の維持管理については適正に行われており 

予算の執行についてもおおむね適正に処理され、改善に向けた対応も確認でき 

た一方で、切手、公印、契約といったいずれも不正防止や適法性確保の観点か

ら重要度の高い部分において、法令等の遵守、適切な記録、権限の整理等が十

分とは言い難い事例が確認された。 

特に、公文書の真正性を証する公印の取扱いにおいて、改善を要する事項が３

件確認されており、これは公印の調製に係る合規性の確保や管理主体及び使用

権限の明確な認識がなされておらず、組織における引継ぎの不十分さも背景に

みられることから、適正な管理を望むものである。 

また、契約事務は、公金支出の根拠となるため、関係法令、契約規則等の遵守、

文書の正確性、履行確認の徹底に努められたい。 

なお、改善を要する事項とはしていないものの、物品の取扱いについて、財

務規則にのっとった管理が十分になされているとは言えない状況であったため、

各部局におかれては、所管する備品について財務システムの登録内容や備品台

帳及び現物を定期的に突合し、必要に応じて不用の決定や所管替え等を適時実

施するなど、適正に管理されたい。また、補助金交付に当たっては、補助金の

交付申請や実績報告に対して的確な審査が求められることから、受付から審査、

決定、確定、精算までの一連の処理を証拠書類に基づき順序立てて行い、適正

な事務執行に努められたい。 

 

本監査結果は、監査対象部局にとどまらず、組織全体で十分に活かされ、今後、

適切な事務事業の実施が図られることを望む。 
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監  査  日  程  

月  日 区  分 担 当 部 局 時  間 課等・施設等 

令和７年 

１０月１日(水) 
実   査 

こ ど も み ら い 部 9:00～10:00 
・こども家庭課 

・子育て支援課 

教 育 委 員 会 事 務 局 10:00～11:20 

・総務課 

・学校教育課 

・地域クラブ企画推進課 

選挙管理委員会事務局 11:20～12:00 ・選挙管理委員会事務局 

市 民 生 活 部 13:10～15:00 

・環境政策課 

・市民スポーツ課 

・市民課 

・国スポ・障スポ推進課 

・国保年金課 

健 康 福 祉 部 15:00～16:20 

・健康づくり推進課 

・感染症予防課 

・総合福祉課 

・介護保険課 

・生活福祉課 

１０月２日(木) 実   査 

教 育 委 員 会 事 務 局 10:00～10:40 
・脇野沢公民館 

・川内公民館 

市 民 生 活 部 10:40～11:00 ・川内体育館(市民スポーツ課） 

教 育 委 員 会 事 務 局 13:30～15:00 

・生涯学習課 

・中央公民館 

・図書館 

こ ど も み ら い 部 15:15～15:40 ・キッズパーク 

１０月３日(金) 実   査 

大 畑 庁 舎 9:30～10:30 
・管理課 

・市民生活課 

教 育 委 員 会 事 務 局 10:40～11:00 ・大畑公民館 

市 民 生 活 部 11:00～11:20 ・大畑体育館(市民スポーツ課) 

１０月６日(月) 実   査 教 育 委 員 会 事 務 局 9:10～10:00 ・防災食育センター 

１１月４日(火) 
本 監 査 

※ヒアリング 

選挙管理委員会事務局 9:50～10:20 ・選挙管理委員会事務局 

健 康 福 祉 部 10:55～12:00 

・総合福祉課 

・介護保険課 

・生活福祉課 

・健康づくり推進課 

・感染症予防課 



- 9 - 

 

令和７年 

１１月４日(火) 

本 監 査 

※ヒアリング 

市 民 生 活 部 12:55～14:05 

・市民課 

・環境政策課 

・市民スポーツ課 

・国スポ・障スポ推進課 

・国保年金課 

こ ど も み ら い 部 14:15～15:15 

・こども家庭課 

・子育て支援課 

・キッズパーク 

１１月５日(水) 

本 監 査 

※ヒアリング 

※現地監査 

教 育 委 員 会 事 務 局 9:00～10:00 
・むつ市防災食育センター 

（見学） 

大 畑 庁 舎 10:10～11:00 

・管理課 

・市民生活課 

・大畑庁舎（見学） 

・地方卸売市場大畑町魚市場 

（見学） 

こ ど も み ら い 部 13:30～13:55 ・むつ市キッズパーク（見学） 

健 康 福 祉 部 14:05～14:40 
・老人憩の家 禄寿荘（見学） 

（シルバーアリーナむつ含む） 

１１月６日(木) 
本 監 査 

※ヒアリング 
教 育 委 員 会 事 務 局 9:50～11:45 

・総務課 

・学校教育課 

・地域クラブ企画推進課 

・生涯学習課 

・中央公民館 

・川内公民館 

・大畑公民館 

・脇野沢公民館 

・図書館 

令和８年 

１月９日(金) 
講 評 

大 畑 庁 舎 

市 民 生 活 部 

健 康 福 祉 部 

こ ど も み ら い 部 

選挙管理委員会事務局 

教 育 委 員 会 事 務 局 

13:45～16:00 ・対象部局全所管課等 
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資料２

審 査 対 象 契 約（１９件）

対象所管課等 名 称

市 民 課 １ マイナンバーカード申請サポート業務委託

環境政策課 ２ むつ市墓地公園公衆トイレ整備事業
市民生活部

国スポ・障スポ ３ 第80回国民スポーツ大会セーリング競技艇置場
推進課 整備工事

国保年金課 ４ 特定健康診査データ分析及び受診勧奨業務委託

総合福祉課 ５
むつ市お買い物支援のための事前アンケート
調査業務委託

健康福祉部
介護保険課 ６ むつ市成年後見センター運営業務委託

生活福祉課 ７ 生活保護版レセプト管理システム利用契約

こども家庭課 ８ むつ市紙おむつ等月額定額制サービス業務
こどもみらい部

キッズパーク ９ むつ市キッズパーク清掃等業務委託

管 理 課 10 大畑地区公共施設一般廃棄物収集運搬業務委託
大 畑 庁 舎

市民生活課 11
地方卸売市場大畑町魚市場オーバースライダー

保守点検業務委託

選挙管理 選挙管理
12

第 5 0回衆議院議員総選挙における洋上投票
委員会事務局 委員会事務局 システム機器(賃貸借)

総 務 課 13 ＧＩＧＡスクール端末等購入

14 むつ市ジュニア大使派遣事業に係る旅行業務委託
学校教育課

15 教育メタバースを活用した不登校支援業務委託
教育委員会
事務局 地域クラブ

16
令和6年度下北 project 事業コーディネート業務

企画推進課 委託

大畑公民館 17 むつ市大畑公民館・大畑体育館施設管理業務委託

川内公民館 18 むつ市川内公民館清掃等業務委託

図 書 館 19 むつ市立図書館植栽管理業務委託
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資料３

審 査 対 象 補 助 金（６件）

対象所管課等 名 称

むつ市スポーツ振興事業運営費等補助金

市民生活部 市民スポーツ課 １ (令和６年度青森県民駅伝競走大会

むつ市実行委員会運営事業)

健康づくり推進課 ２ むつ市食生活改善推進員協議会補助金

健康福祉部

感染症予防課 ３ むつ市献血推進協議会補助金

こどもみらい部 子育て支援課 ４ むつ市母子寡婦福祉会事業補助金

総 務 課 ５
むつ市学校給食費無償化事業補助金

教育委員会事務局
(苫生小学校)

生 涯 学 習 課 ６ むつ市文化団体協議会事業費補助金
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資料４

監 査 対 象 施 設（５件）

対象所管課等 施 設 名

健康福祉部 総合福祉課 １
老人憩の家 禄寿荘

（シルバーアリーナむつ含む）

こどもみらい部 キッズパーク ２ むつ市キッズパーク

管 理 課 ３ 大畑庁舎

大 畑 庁 舎

市民生活課 ４ 地方卸売市場大畑町魚市場

教育委員会事務局 防災食育センター ５ むつ市防災食育センター
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資料５

審 査 対 象 準 公 金 （３件）

対象所管課等 名 称

市民生活部 市民スポーツ課 １ 青森県民駅伝競走大会むつ市実行委員会

健康福祉部 健康づくり推進課 ２ むつ市食生活改善推進員協議会

教育委員会事務局 中 央 公 民 館 ３ 下北地方公民館連絡協議会


